
（ 公 印 省 略 ） 

三環政第１６２号 

令和７年１０月１日 

 

各 区 長 様 

 

三木市環境政策課 

課長 石川 孔明 

 

 

「フードドライブ in 三木 ２０２５」について（お知ら

せ） 

 

 秋晴の候、貴職におかれましては、ますます御清栄のこととお喜

び申し上げます。 

 平素は、本市の環境行政に、格別の御理解と御協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

さて、本市では令和７年４月に「三木市ゼロカーボンシティ宣言」

をし、地球温暖化対策として、デコ活の推進に取り組んでおり、そ

の一環として、本年度もフードドライブ事業を実施します。 

つきましては、御多忙の折、誠に恐縮でございますが、貴地区で

の全戸回覧に御協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 添付資料  別紙１「フードドライブ事業 チラシ」 

 

 ※フードドライブとは、家庭で余っている食品等を集めて、必要

としている地域のフードバンク等、生活を支援する団体や福祉施

設等に寄付する活動のことです。 

 

２ そ の 他  広報みき１０月号に掲載しております。 

 

３ 問合せ先  三木市環境政策課環境政策係 

        TEL：0794-82-2000（内線 2363） 



回覧 
          

          

 

令和７年１０月１日 

 

各 位 

 

三木市環境政策課 

課長 石川 孔明 

 

「フードドライブ in 三木 ２０２５」について（お知ら

せ） 

 

 秋晴の候、貴職におかれましては、ますます御清栄のこととお喜

び申し上げます。 

 平素は、本市の環境行政に、格別の御理解と御協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

さて、本市では令和７年４月に「三木市ゼロカーボンシティ宣言」

をし、地球温暖化対策として、デコ活の推進に取り組んでおり、そ

の一環として、本年度もフードドライブ事業を実施します。 

つきましては、御多忙の折、誠に恐縮でございますが、貴地区で

の全戸回覧に御協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

１ 添付資料  別紙１「フードドライブ事業 チラシ」 

 

 ※フードドライブとは、家庭で余っている食品等を集めて、必要

としている地域のフードバンク等、生活を支援する団体や福祉施

設等に寄付する活動のことです。 

 

２ そ の 他  広報みき１０月号に掲載しております。 

 

３ 問合せ先  三木市環境政策課環境政策係 

        TEL：0794-82-2000（内線 2363） 



フードドライブに
ご協力をお願いします

-ご家庭で余っている食品はありませんか-

「もったいない」から「ありがとう」へ

お米

日 時 令和７年１０月２２日 (水) ･ ２３日 (木)
１０：００ ～ １５：００

場 所 三木市役所 みっきぃホール
吉川支所 エントランスホール

フードドライブとは、家庭で余っている食品等を集めて、必要としている地域のフード
バンク等、生活を支援する団体や福祉施設等に寄付する活動のことです。

寄付いただきたいもの

お米・乾麺
レトルト食品・

インスタント食品 調味料・のり

缶詰・瓶詰 菓子類･飲料水等
調理用品･

使い捨て用品

※古すぎるお米については、受付できない場合があります。
※①未開封、➁賞味期限にゆとりのある、③常温保存可能なものが対象です。

寄付いただいた方には、
みっきぃ☆健康アプリの

三木市ポイント
５０ポイント付与

事業
ホームページ
はこちら▶



フードドライブの実施は、食料の支援を必要とする人の貧困問
題の解消、分け合う心（福祉）の醸成を図る、地域の関係作り、
共助・公助の土台作り、といった本来の目的や効果をもたらすだ
けでなく、自治体自らが実施することで、地域住民の食品ロスへ
の関心を高められるほか、家庭系食品ロス削減に向けた取組とし
てのフードドライブ活動への参加の後押しにつながります。

また、自治体によるフードドライブ実施を契機に地域内での
フードドライブ活動が活発化することで、一般廃棄物排出量の減
量化、処理費用の削減に寄与することが期待できます。

生鮮食品（肉、魚介類、生野菜など）や冷蔵食品、冷凍食品な

どの温度管理が必要なものなどについては、市役所こども福祉課
までご連絡ください。連絡いただきましたら、こども食堂等で活
用します。

・おおきなきこども食堂（地域交流施設 みんなのひろば おおきなき）

・わくわく子ども食堂（わくわくステーション内）

・おだんごぱんキッチン（みなぎ台第５集会所）

・べっしょなかよし食堂（別所町公民館）

・風和里～もぐもぐ食堂～（口吉川町公民館）

・三木ッズこども食堂（自由が丘公民館）

・子ども食堂よりみち（銭屋酒房居処屋よりみち）

・子ども食堂ｉｎ前田精版印刷所（株式会社 前田精版印刷所）

フードドライブの効果は？

賞味期限の短い食品等を提供したい場合は？

三木市内こども食堂

三木市役所 こども福祉課 家庭支援係
電話 0794-82-2000 （内線713-225）

主催／三木市 共催／三木市社会福祉協議会

フードドライブ in 三木 ２０２５
FOOD DRIVE IN MIKI ２０２５

問い合わせ先：三木市 市⺠⽣活部 環境政策課
電 話 ：0794-82-2000（内線2363）

👈 昨年の様子

ご協力いただいた方に
は、「デコ活」につな
がるエコグッズを配布
しています。



（ 公 印 省 略）  
三共募第 １ ９ ６ 号 
令和７ 年１ ０ 月１ 日 

 
各 区 長 様 

 
                       福） 兵庫県共同募金会 

三木市共同募金委員会 
                       会長  植 田 吉 則 
                 
     

令和７ 年度赤い羽根共同募金運動へのご協力について（ ご依頼）  
 
 秋晴の候 区長様におかれまし てはますますご健勝のこ と と お喜び申し あ
げます。  

平素は、 共同募金運動に対し まし て、 多大なるご支援と ご協力を賜り 厚く お
礼申し あげます。  
 さ て、 １ ０ 月１ 日より 全国で赤い羽根共同募金運動が展開さ れ、 三木市にお
いても「 助け合い 広がる つながる 赤い羽根」 をスローガンに本運動を展
開いたし ます。  

こ の運動は、 一人ひと り がそれぞれの立場で地域の福祉活動を支え、 参加す
る運動であり 、集まり まし た募金は、三木市の地域福祉活動推進の財源と し て、
大き な支えと なっ ており ます。  
 つき まし ては、 同封し ており ます共同募金運動ハンド ブッ ク （ 戸別募金編）
により 、 運動の趣旨をご理解いただき 、 本年度も 貴自治会での運動の啓発と 募
金の取り まと めにつきご協力をお願い申し あげます。  
 

記 
 
 １  啓発及び募集期間  １ ０ 月１ 日（ 水） ～１ ０ 月３ １ 日（ 金） まで 

２  取り まと め     １ １ 月５ 日（ 水） までにお願いし ます。  
３  同封の書類等   

【 全自治会共通】   
共同募金運動ハンド ブッ ク （ 戸別募金編）  １ 部 
ポスタ ー １ 枚 
払込取扱票 １ 枚 
【 必要物品回答分（ 各自治会）】   
①募金用封筒 

希望さ れた自治会へ必
要数を それぞれお送り
し ます。  

②赤い羽根シール 
③戸別領収書 
④赤い羽根共同募金啓発チラ シ 

   

【 お問合せ先】  
三木市共同募金委員会（ 三木市社会福祉協議会内）  

 三木市大塚 1-6-40（ 三木市総合保健福祉センタ ー２ 階）  
電話（ ０ ７ ９ ４ ） ８ ２ －４ ０ ４ ３  担当 法人運営課 
三木市吉川町大沢 412（ 吉川健康福祉センタ ー内）  
電話（ ０ ７ ９ ４ ） ７ ２ －２ ９ ４ ０  担当 南谷 



赤い 羽根共同募金  に

ご協力お願いいたし ます

地域福祉の活動について、 知るこ と が

でき まし た。

令和７ 年度

回

覧

社会福祉法人 兵庫県共同募金会　 三木市共同募金委員会

〒6 7 3 -0 4 1 3  三木市大塚１ 丁目６ 番4 0 号　 電話： 0 7 9 4 -8 2 -4 0 4 3
お問い合わせ先

乗り 心地も 良く 、 助かり まし た。

ふれあいサロン

広報物の発行 地域活動車の貸出

1 0月1日から 全国一斉に赤い羽根共同募金運動がはじ まり ます。

共同募金運動では､“ 寄付を する こ と "､“ 募金活動に参加する こ と "で、 三木市の

ふだんのく ら し のし あわせを推進し ていく ボラ ンティ ア活動です。

今年度も 、 自治会、 民生委員・ 児童委員、 企業や学校など の皆さ まに支えら れ、

様々な形で募金運動を展開し ています。

8 ,5 0 0 ,0 0 0 円 6 ,3 5 7 ,3 5 0 円
令和６ 年度

赤い羽根共同募金ご報告

令和７ 年度

赤い羽根共同募金目標額

生活にはり ができ 、 健康になり まし た。 ボラ ン ティ アさ んの一生懸命な

姿に勇気と 希望をも ら いまし た。

災害ボランティ ア支援



三木市の赤い羽根共同募金 の 使い道
地域コ ミ ュ ニティ 活動の推進 ボラ ンティ ア・ 市民活動の機会づく り

福祉資源マッ プの作成 そのほかの使い道

赤い羽根ト リ ビア
PayPa yから も

募金できます
右のQ Rコ ード から ホームページ

にアク セスし 、 寄付金額と 寄付先

（ 三木市） を 指定し ､「 PayPay」

の画面から 「 寄付する 」 を 押し て

く ださ い。

地域のつな がり づく り を 目的と し た ふれあいサロ ン 活動の

運営資金など に活用さ れています。

市民による多様なボラ ンティ ア・ 市民活動が豊かに展開さ れる

ための講座・ 研修等に使われます。

地域にある 福祉資源を ま と めた マ ッ プ の発行に活用さ れて

いま す。

Ｑ . 赤い羽根共同募金の羽はどう し て赤色なの？

Ａ . 赤い羽根は勇気と 良い行いのシン ボルだから

です。 アメ リ カの先住民族は、 色々な羽かざり

を頭などに、 付けて いま し たが、

羽は色によ っ て 意味があり まし

た。 勇気のある 行いや、 良いこ

と を し た人が、 赤い羽根を 付け

ていたと 言われています。

・ 地域活動車貸出事業

・ 災害時要援護者調査支援事業

・ 点訳･音訳による事業

・ 情報収集･提供･発信事業

・ 高齢者行事活動の助成　 など



（ 公 印 省 略 ） 
三 ゴ 第 ４ 号 
令和７年１０月１日  

 
各 区 長  様  
 

 
三木市ゴルフ協会  
事務局長 山本 隆之   
（ゴルフのまち推進課内）  

 
ACN チャンピオンシップゴルフトーナメント  

チラシの回覧について（依頼）  
 
 秋晴の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  

日頃は、本協会の活動につきまして格別のご理解とご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。  
 さて、本年１１月６日から開催されます「ACN チャンピオン

シップゴルフトーナメント」チラシの全戸回覧について、

お忙しいところお手数をおかけしますが、ご協力いただきます

ようお願いいたします。  
 

記  
 
１ 送付物   チラシ  
２ 送付部数  貴地区の回覧部数  
３ 連絡先    
  （名称）ゴルフトーナメント大会事務局  
  （住所）大阪市北区扇町２－１－７  
      関西テレビスポーツ局  
            担当 安渕  

電話番号 06-6314-8553 

Email acngolf@ktv.co.jp 

 
 

mailto:acngolf@ktv.co.jp


 
 

回覧  
          

          

          

 
令和７年１０月１日  

各 位  
ゴルフトーナメント大会事務局   

 
ACN チャンピオンシップゴルフトーナメント  

開催について（ご案内）  
 

秋晴の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
日頃は、弊社の活動につきまして格別のご理解とご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、今回で３回目を迎えます男子プロゴルフトーナメント

「ACN チャンピオンシップゴルフトーナメント」が 11 月 6 日

(木)から 9 日(日)まで、三木ゴルフ倶楽部で開催されます。 

つきましては、「ゴルフのまち三木」在住の皆様へ限定として、

本大会を無料で観戦していただける特典をご用意いたしました。 
ぜひ、この機会に男子プロゴルフの熱戦にご家族でお越し

いただければ幸いです。  
 

お問い合わせ先 

ゴルフトーナメント大会事務局 

電話番号 06-6314-8562 

     （平日 11 時～17 時） 

Email acngolf@ktv.co.jp 

mailto:acngolf@ktv.co.jp






三木市消防本部救急救助課 

担当：西村・梶岡 
TEL：（0794）89－0173 

FAX：（0794）89－0174 

（公 印 省 略） 

三 消 第 ５ ７ ２ 号  

             令和７年１０月１日 

 

各 区 長  様 

                    三木市消防長 

大 東  成 吉 

 

 

マイナンバーカードを活用した救急業務「マイナ救急」 

実証事業の実施について（協力依頼） 

 

 秋晴の候、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、消防行政の推進につきまして、格別の御配意を賜り厚くお

礼申し上げます。 

さて、令和７年１０月１日からマイナンバーカードを活用した救

急業務である「マイナ救急」の実証事業が全国の消防本部の救急隊

で実施されます。 

つきましては、広報用リーフレットを配布しますので、住民の皆様

に周知していただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三木市消防本部救急救助課 

担当：西村・梶岡 
TEL：（0794）89－0173 

FAX：（0794）89－0174 

回覧 

          

          

       令和７年１０月１日 

各 位 

 

 三木市消防長 

大 東  成 吉 

 

マイナンバーカードを活用した救急業務「マイナ救急」 

実証事業の実施について（協力依頼） 

 

 秋晴の候、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、消防行政の推進につきまして、格別の御配意を賜り厚くお

礼申し上げます。 

さて、令和７年１０月１日からマイナンバーカードを活用した救

急業務である「マイナ救急」の実証事業が全国の消防本部の救急隊

で実施されます。 

つきましては、別添リーフレットをご確認いただき、マイナ救急に

御理解・御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 



マイナ救急実証事業を実施します！
三木市消防本部では、救急車を必要とする傷病者等の同意を基本として、マイナ保険

証から通院履歴などの医療情報を把握し、救急業務に活用する実証事業を行います。

また、個人情報の保護に関する法律に基づき、生命・身体の保護の必要があり、かつ

意識不明等、本人の同意を得ることが困難である場合に限り、同意なしで閲覧させて

いただいております。

本実証にて得た個人情報は実証事業以外に使用いたしません。

実証事業に関する
情報は特設サイトでも
ご覧いただけます。

お問い合わせ
三木市消防本部 救急救助課

TEL：0794-89-0173

実証事業の概要
●マイナ救急の流れ

●実証期間 令和7年10月1日（水）～令和8年3月３１日（火）

●実施救急隊 三木市内の救急隊全隊（4隊）

①傷病者が情報
閲覧に同意する

②マイナンバーカードを
読み取る
※暗証番号の入力不要

③隊員が医療情
報を閲覧する

④より適切な処置
や搬送先医療機関
の選定につながる

●マイナンバーカードを見せるだけで以下の情報が伝わります

マイナ保険証の携行をお願いします。
（救急車を要請された時はマイナ保険証の準備をお願いします。）

実証事業の概要

マイナ保険証を活用するメリット

もしもの時に備えて


